
議案第１３５号 

さいたま市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について 

さいたま市火災予防条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

平成２５年９月４日提出 

さいたま市長 清 水 勇 人 

さいたま市火災予防条例の一部を改正する条例 

さいたま市火災予防条例（平成１３年さいたま市条例第２８１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（住宅用防災報知設備の設置及び維持に関する基

準）

（住宅用防災報知設備の設置及び維持に関する基

準）

第３９条の４ ［略］ 第３９条の４ ［略］

２・３ ［略］ ２・３ ［略］

４ 住宅用防災報知設備は、その部分である法第２

１条の２第１項の検定対象機械器具等で令第３７

条第４号から第６号までに掲げるものに該当する

ものについてはこれらの検定対象機械器具等につ

いて定められた法第２１条の２第２項の技術上の

規格に、その部分である補助警報装置については

住宅用防災警報器等規格省令に定める技術上の規

格に適合するものでなければならない。

４ 住宅用防災報知設備は、その部分である法第２

１条の２第１項の検定対象機械器具等で令第３７

条第７号から第７号の３までに掲げるものに該当

するものについてはこれらの検定対象機械器具等

について定められた法第２１条の２第２項の技術

上の規格に、その部分である補助警報装置につい

ては住宅用防災警報器等規格省令に定める技術上

の規格に適合するものでなければならない。

５ ［略］ ５ ［略］

附 則 

この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 


